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 桂川町告示第85号 

 令和元年第４回桂川町議会定例会を次のとおり招集する 

    令和元年８月20日 

                                桂川町長 井上 利一 

１ 期 日  令和元年９月４日 

２ 場 所  桂川町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

原中 政燧君          林  英明君 

柴田 正彦君          杉村 明彦君 

大塚 和佳君          澤川茗代子君 

北原 裕丈君          下川 康弘君 

竹本 慶澤君          青柳 久善君 

────────────────────────────── 

○９月20日に応招した議員 

           

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 
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令和元年 第４回（定例）桂 川 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和元年９月４日（水曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                         令和元年９月４日  午前10時00分開会 

 日程第１ 署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 総務経済建設委員長報告 

      （１）道路管理について 

 日程第４ 文教厚生委員長報告 

      （１）教育環境整備について 

 日程第５ 議会広報委員長報告 

      （１）議会広報の編集及び発行について 

 日程第６ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦 

 日程第７ 承認第９号 令和元年度桂川町一般会計補正予算（専決第１号） 

 日程第８ 議案第22号 桂川町会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の制

定 

 日程第９ 議案第23号 桂川町印鑑条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第10 議案第24号 桂川町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第11 議案第25号 桂川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する等の条例の制定 

 日程第12 議案第26号 桂川町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第13 議案第27号 桂川町小学校トイレ改修工事請負契約の締結 

 日程第14 議案第28号 令和元年度桂川町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第15 議案第29号 令和元年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第16 議案第30号 令和元年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第17 議案第31号 令和元年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第18 議案第32号 令和元年度桂川町水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第19 認定第１号 平成３０年度桂川町一般会計歳入歳出決算の認定 

 日程第20 認定第２号 平成３０年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の

認定 
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 日程第21 認定第３号 平成３０年度桂川町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定 

 日程第22 認定第４号 平成３０年度桂川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定 

 日程第23 認定第５号 平成３０年度桂川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

 日程第24 一般会計・特別会計決算審査特別委員会の設置及び付託 

 日程第25 認定第６号 平成３０年度桂川町水道事業会計決算の認定 

 日程第26 水道事業会計決算審査特別委員会の設置及び付託 

 日程第27 報告第４号 健全化判断比率の報告 

 日程第28 報告第５号 資金不足比率の報告 

 日程第29 報告第６号 平成３０年度桂川町継続費精算報告書 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 総務経済建設委員長報告 

      （１）道路管理について 

 日程第４ 文教厚生委員長報告 

      （１）教育環境整備について 

 日程第５ 議会広報委員長報告 

      （１）議会広報の編集及び発行について 

 日程第６ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦 

 日程第７ 承認第９号 令和元年度桂川町一般会計補正予算（専決第１号） 

 日程第８ 議案第22号 桂川町会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の制

定 

 日程第９ 議案第23号 桂川町印鑑条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第10 議案第24号 桂川町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第11 議案第25号 桂川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する等の条例の制定 

 日程第12 議案第26号 桂川町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第13 議案第27号 桂川町小学校トイレ改修工事請負契約の締結 

 日程第14 議案第28号 令和元年度桂川町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第15 議案第29号 令和元年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第16 議案第30号 令和元年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 
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 日程第17 議案第31号 令和元年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第18 議案第32号 令和元年度桂川町水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第19 認定第１号 平成３０年度桂川町一般会計歳入歳出決算の認定 

 日程第20 認定第２号 平成３０年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の

認定 

 日程第21 認定第３号 平成３０年度桂川町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定 

 日程第22 認定第４号 平成３０年度桂川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定 

 日程第23 認定第５号 平成３０年度桂川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

 日程第24 一般会計・特別会計決算審査特別委員会の設置及び付託 

 日程第25 認定第６号 平成３０年度桂川町水道事業会計決算の認定 

 日程第26 水道事業会計決算審査特別委員会の設置及び付託 

 日程第27 報告第４号 健全化判断比率の報告 

 日程第28 報告第５号 資金不足比率の報告 

 日程第29 報告第６号 平成３０年度桂川町継続費精算報告書 

────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 原中 政燧君       ２番 林  英明君 

３番 柴田 正彦君       ４番 杉村 明彦君 

５番 大塚 和佳君       ６番 澤川茗代子君 

７番 北原 裕丈君       ８番 下川 康弘君 

９番 竹本 慶澤君       10番 青柳 久善君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

         事務局長 神﨑 博和君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  井上 利一君   副町長  森田 増夫君 

教育長  大庭 公正君   総務課長  山邉 久長君 
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企画財政課長  原中  康君   企画財政課長補佐  小平 知仁君 

建設事業課長  小金丸卓哉君   住民課長兼会計管理者  坂井 習司君 

税務課長  平井登志子君   保険環境課長  横山 由枝君 

健康福祉課長  江藤 栄次君   産業振興課長  大屋 智久君 

子育て支援課長  秦  俊一君   水道課長  山本  博君 

学校教育課長  北原 義識君   社会教育課長  尾園  晃君 

社会教育課長補佐  原田 紀昭君                      

 

午前10時00分開会 

○議長（原中 政燵君）  おはようございます。ただいまの出席議員は１０名です。定足数に達し

ていますので、令和元年第４回桂川町議会定例会を開会します。 

 これより、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．署名議員の指名 

○議長（原中 政燵君）  会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の署名議員は、会議規則第１２４条の規定によって、１０番、青柳久善君、３番、柴

田正彦君を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期の決定 

○議長（原中 政燵君）  会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月２０日までの１７日間にしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月２０日までの

１７日間に決定しました。 

 これより、町長に行政報告及び提案理由の説明を求めます。井上町長。 

○町長（井上 利一君）  おはようございます。 

 ことしの夏は、昨年に比べますと全体として気温が低く、比較的過ごしやすかったように感じ

られますが、近年、気象情報でいわれる線状降水帯による豪雨が九州北部を襲うことが多くなっ

ています。このため、各地で甚大な被害が発生していますが、本町におきましても例外ではあり

ません。これからも台風シーズンが続きますので、災害への備えに努めたいと考えております。 

 さて、本日は、令和元年第４回桂川町議会定例会を開催しましたところ、議員の皆様におかれ
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ましては、公私とも大変お忙しい中にもかかわりませず、御出席を賜り心から厚く感謝申し上げ

ます。 

 それでは、これまでの主な行政報告及び本日御提案いたします議案等の提案理由について御説

明いたします。 

 初めに、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴い、新たに会計年度任

用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の制定の必要が生じましたので、条例案を御提案

しています。これは、現在の臨時的任用職員にかかわる制度で、任用や給与等における適正化及

び一元化を図るものです。なお、詳細については、令和２年度の施行に向けて取り組みを進めて

まいりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、本町の九郎丸地区に計画されています飯塚地区消防本部の桂川分署建設工事については、

８月２９日に行われた組合議会において、建設工事請負契約の締結についての議案が可決されま

した。そして、９月１０日には機械設備工事と電気工事の入札が行われる予定で、来年８月の完

成を目指しています。 

 次に、移住・定住政策を推進するための方策の一つとして、嘉飯圏域において住宅を建設する

場合、桂川町及び飯塚市、嘉麻市と圏域内の８つの金融機関が協議し、住宅ローンの金利を

０.１％軽減する協定を締結しました。圏域内の移住や定住化が促進することを期待していると

ころです。 

 また、地方創生の取り組みの一環として、新たに移住支援事業が施行されました。これは、東

京圏の一極集中を是正するとともに、地方の中小企業等における人手不足の解消を目的として、

東京圏から地方への移住者に対し支援金の支給を行うもので、種々の条件がありますが、本町と

しても対応していきたいと考えています。 

 次に、本年７月の台風５号がもたらした豪雨により、土師１区や内山田区などにおいて、河川

の護岸や農地・農業用施設等に被害が発生しました。現時点では、被害箇所の確認作業が終わり、

復旧のための測量・調査を順次行っているところです。 

 次に、桂川駅自由通路等整備工事につきましては、九州旅客鉄道株式会社と工事打ち合わせを

行い、現在、仮駅舎の建設に着手しているところです。仮駅舎への切りかえは、９月２１日の予

定となっています。これから、本格的な工事に入りますので、近隣住民及び駅利用の皆様には大

変ご迷惑をおかけしますが、御協力のほどよろしくお願いします。 

 次に、国民健康保険特別会計については、平成２５年度から赤字決算が続いていましたが、平

成３０年度決算では黒字に転じましたので、繰越金の一部を国民健康保険特別会計の保険給付費

支払準備基金に積み立てたいと考えています。 

 なお、今回の決算は黒字になりましたが、昨年度から、国民健康保険制度の財政運営が県との
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共同運営に変更されています。福岡県の被保険者１人当たりの医療費は増嵩の傾向が続いていま

すし、本町の被保険者１人当たりの医療費は県の平均を上回っている状況にあります。このため、

重症化を予防する観点から、特定健診の受診を積極的に推進してまいります。 

 次に、９月３日より敬老祝い金の支給を行っています。ことしの支給対象者数は７７歳が

１６２名、８８歳が８５名、９９歳が８名となっています。なお、１００歳以上の方は２１名で

す。 

 次に、子ども・子育て支援法の改正により、本年１０月から幼児教育・保育の無償化が実施さ

れることに伴い、関係条例の改正案及び補正予算を提案しています。 

 主な内容は、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、幼稚園・保育所等の３歳から５歳ま

での全員と、０歳から２歳までの住民税非課税世帯の利用料を無償化するものです。 

 そのほか、新たに「子育てのための施設等利用給付制度」が創設され、新制度に移行していな

い幼稚園の利用料や就学前児童に対する預かり保育並びに認可外保育施設等を利用した際に要す

る費用に対しましても、それぞれの要件の範囲内で無償化を行うものです。 

 次に、水道法の一部改正に伴い、本年１０月から給水装置工事事業者制度が変更になります。

今回、新たに有効期間が定められ、５年ごとの更新が必要となりますので、桂川町水道事業給水

条例の一部改正について提案し、更新手数料について補正予算を計上しています。 

 次に、土師浄水場の災害対策の一環として取り組みました浸水防止工事は、本年７月に完了し

ました。 

 これは、近年発生している集中豪雨による泉河内川の増水や近隣の用水路等の溢水からくる施

設を守るためであり、濁流の浸水被害の防止に効果があるものと期待しています。 

 次に、小学校及び中学校のエアコン設置工事につきましては、夏休み中に工事が完了し、桂川

中学校では８月２１日の夏季特別授業から、桂川東小学校では８月２２日のサマースクールから、

桂川小学校では９月２日の始業式からエアコンを使用しています。工事期間中は関係者の皆様に

御協力をいただき、心より感謝いたします。 

 また、桂川小学校及び桂川東小学校のトイレ改修工事につきましては、設計作業が完了し、

８月２６日に入札を行いました。なお、契約の予定価格の関係で議会の議決が必要となる桂川小

学校の工事請負契約の締結については、議案として提案していますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 次に、瀬戸区の公民館については、立地場所が山の斜面を背負っていることや、ＪＲの線路に

より住宅地と遮断されていることから、以前から移転新築の希望がありました。今回、瀬戸区か

ら、本町が造成した消防格納庫の敷地内に公民館新設の計画が進み、補助金の申請が出されまし

たので、補正予算に計上したところです。 
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 次に、まちの貴重な文化遺産である王塚古墳は、毎年２回、４日間の特別公開を行っています

が、見学者の感想として、石室内が暗くて見にくい、大きな鉄柱があって文様が見えない、年に

４日では都合がつきにくいなどの声が多くあります。 

 本町としましては、文化財の活用という観点からも、専門家による委員会を設置し、王塚古墳

の再整備計画を立てたいと考えています。なお、具体的な取り組みについては、文化庁及び県文

化財保護課と協議しながら進めていきたいと考えています。 

 次に、桂川町立図書館は開館２０周年を迎えました。これを記念して、福岡県読書推進大会を

招致し、「桂川町大会」として１１月１０日日曜日に開催したいと考えています。 

 大会では、図書館の読書活動推進事業を支えていただいた読書グループの表彰や、図書ボラン

ティア等への感謝状の贈呈並びに記念講演等を行う計画です。 

 次に、令和元年度の補正予算については、専決処分の承認１件と、議案５件を提案しています。 

 承認第９号の一般会計の専決処分第１号は、本年７月２１日に発生した大雨による農地・農業

施設の災害復旧費と、８月７日の落雷による防災・行政無線の修繕費を計上したものです。 

 次に、補正予算のうち、一般会計では第２号の補正をお願いしています。補正額１億４,２６４万

５,０００円を追加し、予算の総額を５７億３,９５４万４,０００円に定めるものでございます。 

 補正の主なものは、歳入予算では、１款町税において、調定額の決定による追加計上をしてい

います。 

 また、１１款地方交付税では、普通交付税が前年度比０.８％減となり、１６億３,４４９万

３,０００円の決定を見ました。補正後の地方交付税の総額は、１７億８,７４４万９,０００円

となり、財源留保額は４,７０４万４,０００円となります。 

 １３款の分担金及び負担金並びに１４款の使用料及び手数料では、１０月から実施される幼児

教育・保育の無償化に関連して、保育料や授業料等をそれぞれ減額計上しています。 

 また、１５款国庫支出金では、幼児教育・保育の無償化に関連する交付金として、教育・保育

給付費分及び施設等利用給付費分を追加計上しています。 

 １６款県支出金では、１５款国庫支出金と同様に、幼児教育・保育の無償化関連の交付金と、

農地・農業用施設の災害復旧費に係る県補助金を追加計上しています。 

 １９款繰入金では、今回の補正で歳入が歳出を上回りましたので、財政調整基金からの繰入金

を１億３,０００万円減額計上しています。また、公共事業整備基金繰入金は、町営住宅二反田

団地の防災・行政無線移設工事の財源に充てるものです。 

 ２０款繰越金は、６月定例会で申しましたように、平成３０年度一般会計の繰越額が２億

１,０１１万６,０００円となり、このうち、令和元年度に繰り越した事業に充当する財源を除い

た実質的な繰越額は２億１９５万５,０００円となっております。令和元年度当初予算では、繰
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越金として６,０００万円を計上していましたので、その差額１億４,１９５万５,０００円を追

加計上しています。 

 次に、歳出予算では、本年４月の人事異動に伴う予算の組み替え等により、職員人件費に関す

る関係費目を補正しています。 

 個別の案件では、２款総務費において、東京圏から移住促進を図る地方創生移住支援事業補助

金を追加計上しています。また、前年度繰越金の一部を今年度新設した教育・保育施設整備基金

に積み立てるとともに、住宅新築資金等貸付事業特別会計の決算に伴う繰入金を公共事業整備基

金に追加計上しています。 

 ３款民生費では、認可外保育施設等に充てる子育てのための施設等利用給付費を、６款農林水

産業費では、県補助金として歳入で受け入れる同額を対象事業者に公布する博多和牛ブランド強

化対策事業補助金や、県の全額補助で実施する荒廃森林再生事業費を追加計上しています。 

 ８款土木費では、通称・桂川陸橋の定期点検費や町営住宅二反田団地の防災・行政無線移設工

事費を追加計上しています。 

 １０款教育費では、子ども・子育て支援制度未移行幼稚園等にかかわる子育てのための施設等

利用給付費及び副食費給付費や、桂川幼稚園の緊急連絡メール委託費、瀬戸区公民館の移転新築

工事にかかわる補助金、王塚古墳再整備計画の策定経費等を追加計上するとともに、１１款災害

復旧費では、農地・農業用施設災害復旧費を追加計上しています。 

 以上が一般会計の補正の主な内容でございます。 

 次に、平成３０年度桂川町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の概要について、御説明いた

します。 

 平成３０年度の一般会計における主なハード事業としましては、学校施設環境改善交付金を活

用した桂川中学校のトイレ改修工事並びに桂川幼稚園の空調設備の更新、桂川小学校の学童保育

所として利用している桂寿苑の施設改修、桂川中学校体育館の照明機器のＬＥＤ化など、教育・

保育環境の改善に努めました。 

 また、町営住宅二反田団地Ａ棟の竣工と供用開始を行うとともに、桂川駅周辺の計画に基づく

防災調整池の整備及び桂川駅南側道路の全線完成による供用開始、さらに道路の舗装改良や橋梁

の修繕工事等を実施しました。 

 このほか、桂川町消防団第１分団瀬戸班格納庫の移転新築や全国瞬時警報システムの機器更新、

７月豪雨による農地・道路等の災害復旧工事等に取り組み、生活・交通環境の向上に努めたとこ

ろです。 

 ソフト面については、空き家実態調査やゆのうら体験の杜オープン、私立幼稚園の新規採用保

育士の就職準備に対する助成、学童保育所の利用料減免措置、ふくおか県央環境広域施設組合の
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設立、ハザードマップの作成と配布、地域はつらつ応援助成金の創設など、それぞれの施策にお

いて、まちづくりの課題解決と住民の福祉の向上に努めました。 

 そのような状況のもと、一般会計の決算では、実質収支額が２億１９５万５,０００円の黒字

決算となりました。 

 特別会計の決算では、住宅新築資金等貸付事業特別会計が４９万２,０００円、国民健康保険

特別会計３,４４６万７,０００円、後期高齢者医療特別会計では、１８３万２,０００円の黒字

決算となっております。土地取得特別会計では、歳入歳出差引額がゼロ円となりました。 

 次に、財政運営上の重要な指標であり、公共団体の財政構造の弾力性を測定する比率として用

いられる経常収支比率は、前年度に比べ１.７ポイント高くなり、９７.８％となっています。こ

の要因は、固定資産の評価がえ及び地価の下落等による固定資産税の減収や、普通交付税・臨時

財政対策債の減収が主なものです。 

 決算の審査に当たり、監査委員には細部にわたる分析・検討を加えられました審査意見書を御

提出いただき、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。 

 また、決算の内容につきましては、会計管理者が御説明いたしますので、御審議の上、認定賜

りますようお願いいたします。 

 なお、本日御提案します議案は、人事案件に関するもの１件、令和元年度予算の専決処分が

１件、条例の制定に関するもの１件、条例の一部改正に関するもの４件、工事請負契約に関する

もの１件、令和元年度補正予算が５件、平成３０年度決算の認定に関するもの６件、報告３件の

計２２件でございます。 

 人事案件につきましては私から、議案の内容につきましては担当課長が御説明いたしますので、

慎重審議の上、議決賜りますようお願いを申し上げまして、行政報告及び提案理由の説明とさせ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．総務経済建設委員長報告 

○議長（原中 政燵君）  閉会中の審査事件として、各常任委員会に付託しておりました事件の審

査結果の報告を求めます。 

 総務経済建設委員会に付託しておりました道路管理についてを議題といたします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。下川委員長。 

○総務経済建設常任委員長（下川 康弘君）  閉会中の付託事件審査である道路管理について、総

務経済建設委員会の審査結果を報告いたします。 

 ６月の議会定例会を終え、本会議まで延べ４回の委員会を開催しました。桂川駅自由通路整備

工事について、現在桂川駅舎の西側にあるＪＲ所有の建物を利用して仮駅舎の建設が進んでおり、
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９月２１日から仮駅舎に切りかわる予定であり、自由通路や新しい駅舎の建設が本格化します。

今後、工事の進捗状況等を確認し、適切に工事が行われることを審査いたします。 

 次に、７月２１日の台風５号による豪雨災害について、農地・農業用施設に被害が出ておりま

す。８月時点で、農地で１０カ所程度、農道や水路で８カ所程度との報告が上げられており、被

災箇所の確認作業はほぼ終わり、早期に復旧できるよう、測量・調査設計に着手しているところ

でございます。また、千代ケ浦溜池の導水路を対象に、被災箇所や老朽化を現地視察し、復旧や

修繕の必要性が高いことを確認いたしました。 

 次に、町民の皆様の生活基盤である道路や橋梁の維持工事等について、逐次審査中であります。

各行政区からの要望箇所の整備に向けて、限られた予算ではありますが、住民の付託に応えてい

く上で緊急かつ重要な箇所を調査・検討しながら、道路の改善に努めたいと考えております。し

たがいまして、引き続き閉会中の継続審査をお願いいたしまして、報告を終わります。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。委員長の報告に対して、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 本件については、委員長から、引き続き審査したいので閉会中の継続審査として付託されたい

との申し出があります。 

 お諮りします。本件は、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、道路管理については、委員長から申

し出のとおり、閉会中の継続審査として付託することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．文教厚生委員長報告 

○議長（原中 政燵君）  文教厚生委員会に付託しておりました教育環境整備についてを議題とい

たします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。柴田委員長。 

○文教厚生常任委員長（柴田 正彦君）  文教委員会に付託されています案件について、報告いた

します。 

 ６月議会の後、７月２日桂川幼稚園、２３日桂川小学童保育所、８月５日桂川東小学童保育所

を視察いたしました。前回報告していません土師保育所を含めて報告いたします。 

 土師保育所、５月２４日に視察しました。 

 トイレの壁にカビが生えて変色しています。手洗い場の排水が悪く、水漏れのため床が変色し
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ている箇所があります。休憩室に荷物が置かれ、吉隈保育所と同様に職員が休憩する場所があり

ません。職員室の職員の数がやはり足りないということでした。教室の大きさが違うので、クラ

スの配置がえが大変ということです。木ではなくて、コンクリートの上にシートを張った床なの

で疲れやすいということも指摘がありました。吉隈保育所と同様に、老朽化が激しい。何とかし

なくてはいけない状況になっています。 

 桂川幼稚園、７月２日に行きました。 

 クーラーがついて、蒸し暑いときは除湿ができるようになって助かっています。大きな木の伐

採もお願いし、予定されています。網戸は夏休みに設置予定であるというふうに、いろんな問題

を適切に対応されています。なお、玄関の天井の塗装は剥げているというところは、唯一問題の

ようです。保育所を見た後の幼稚園ですので、何かほっとする感じ、手が届いているなというこ

とは思いました。 

 それから、学童保育所、７月２３日、桂川小関係に行きました。 

 その中で、自分自身知らなかったことなんですが、子供によっては、１年間トータルで見たと

き、学校にいるよりも学童にいる時間のほうが長いということでした。土曜日も放課後も夏休み

もとなれば、そういうことがあるんだなと。それだけにこの学童保育所の大切さがやはり意識さ

れました。桂川小関係でいえば、場所が３カ所に分かれています。小学校を１教室、それから、

運動場の横にある従来からあった学童保育所、そして桂寿苑。このために、非常に連絡等をしに

くいということを言われていました。さらに、障がいを持っている子がふえてきているのでもっ

と支援員が欲しいんですということでした。これは保育所と同じ意見ですね。それから、かなり

やっぱりいろんな障がいを持った子がいますので、かあっと興奮したときに落ち着く場所、いわ

ゆるクールダウンの部屋というのが必要になってきています。それがとれていません。根本的に

はやっぱりいろんな問題が、解決すべき問題があると思っています。 

 さて、ほかに言えば、支援員の休憩所はない。支援員を集めることに苦労をしているそうです。

要因は、賃金の低さ、ボーナスがない、など。支援員の学習の場、特に障がいを持ってくる子が

ふえていますので、そういう学習の場を保障できないかと言われていました。 

 では、具体的にいきます。 

 小学校施設内の学童ですが、１年生がそこに行っています。入り口が中庭にあるために、ひさ

しがなくて雨が降ったらビニールシートを敷いて靴を並べて、そこに靴を置いている状況です。 

 運動場に面した学童、いわゆる最初につくられた学童の場所ですが、あそこはトイレに行くと

きに一旦外に出なくちゃいけない。それから、洋式トイレが少ないということは言われていまし

た。今の子供は、ほとんど家庭で洋式トイレになれております。それが少ない。 

 ３つ目、桂寿苑です。ここは３年から６年生、大きい子が行っているんですけども、見たら
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１階の部屋はちょっと底が、床が抜けかけています。何カ所かあります。天井からの雨漏りがあ

る。同じようにトイレが少ないで、洋式が少ない。学校が終わったときに学童まで行くときに、

桂寿苑まで行くときに駐車場通ります。このときに車、特に雨の日に非常に危険であるというこ

とが指摘されていました。 

 ８月５日、学童保育所の東小の部分を視察しました。 

 桂川小を見た後でしたので、何かほっとするような明るさと、窓が大きいので明るく感じまし

た。ただ、１部屋に４８人いまして、ちょっとぎゅうぎゅう詰めであると言われています。ス

ペース不足です。 

 今後とも、このように教育環境についての整備のための視察が必要です。つきましては、教育

環境整備について継続審査をお願いし、委員会報告終わります。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 本件については、委員長から、引き続き審査したいので閉会中の継続審査として付託されたい

との申し出があります。 

 お諮りします。本件は、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、教育環境整備については、委員長か

ら申し出のとおり、閉会中の継続審査として付託することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．議会広報委員長報告 

○議長（原中 政燵君）  続きまして、議会広報委員会に付託しておりました議会広報の編集及び

発行についてを議題といたします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。林委員長。 

○議会広報委員長（林  英明君）  議会広報委員会に付託されています議会広報の編集及び発行

について、当委員会の報告をいたします。 

 ６月定例会後、３回の委員会を開催しています。この間、議会広報の編集・発行について協議

を行い、本年８月６日、第２６号を発行いたしました。 

 当委員会では、引き続き「けいせん議会だより第２７号」を発行するため、継続審査をお願い

し、委員会の報告を終わります。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 本件については、委員長から、引き続き審査したいので閉会中の継続審査として付託されたい

との申し出があります。 

 お諮りします。本件は、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、議会広報の編集及び発行については、

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査として付託することに決定しました。 

 本定例会に上程された案件は、諮問１件、承認１件、議案１１件、認定６件、報告３件であり

ます。このうち諮問第２号、承認第９号は、本日即決していただき、議案第２２号から第３２号

の議案１１件については、本日、質疑を受けた後に各常任委員会に付託いたします。 

 また、認定第１号から第６号につきましては、本日、一般会計・特別会計決算審査特別委員会

及び水道事業会計決算審査特別委員会を設置していただき、各特別委員会に付託したいと思いま

すので、御了承願います。 

 なお、議案第２２号から第３２号までの議案については、９月１３日、１７日、１９日の３日

間、各常任委員会で審議をしていただき、認定第１号から第５号については、９月５日、６日、

１０日の３日間、一般会計・特別会計決算審査特別委員会で審議をしていただき、認定第６号に

ついては、９月１１日と１２日の２日間、水道事業会計決算審査特別委員会で審査をしていただ

き、９月２０日の本議会で採決を行います。 

 それでは、日程に従い、順次上程いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．諮問第２号 

○議長（原中 政燵君）  諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 

 本件について、内容の説明を求めます。井上町長。 

○町長（井上 利一君）  諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦について、御説明いたします。 

 本件は、人権擁護委員の候補者に推薦することについて、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により、議会の議決を求めるものでございます。 

 現在、人権擁護委員を務めていただいております樋口惇委員の任期が本年９月３０日をもって

任期満了及び定年による退職となりますので、その後任として提案するものでございます。 

 後任の提案に先立ちまして、今回、任期満了を迎えられます樋口委員には、平成１６年から

５期、１５年間の長きにわたり、桂川町の住民の人権擁護活動に御尽力をいただくとともに、飯
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塚人権擁護委員協議会会長として積極的な御活躍をいただき、まことにありがとうございました。

この場をお借りしまして、心から感謝を申し上げたいと思います。 

 その後任として御提案いたしておりますのは、住所は桂川町大字土師４１９２番地１２、氏名

は瓜生郁義氏、昭和２７年１２月１９日生まれの６６歳でございます。 

 次のページに参考資料を添付しておりますので、参考にしていただきたいと思います。 

 瓜生氏は、昭和５０年３月に日本大学法学部を卒業され、同年１０月から殖産住宅相互株式会

社に勤められた後、昭和５４年９月から福岡県職員に採用され、県教育庁北九州教育事務所生涯

学習課長、県青少年科学館事業課長、県立社会教育総合センター企画主幹、県教育庁文化財保護

課企画主幹、県教育庁教育企画部企画官等の要職を歴任されました。平成２５年３月に、県立英

彦山青年の家の所長を定年退職された後、本町の町立図書館長、教育委員会教育長を務められて

います。 

 瓜生氏は、性格は明朗闊達で、何事にも正面から熱心に取り組まれる方だと思います。また、

大変誠実で温厚なお人柄で、これまで一緒に仕事をされてきた方からも高い評価を受けられてい

ます。３４年間にわたる県教育委員会職員としての豊富な経験並びに本町の教育委員会教育長と

しての実績を持っておられる瓜生氏は、町民の皆さんの基本的な人権を擁護すると同時に、多岐

にわたる相談事・心配事に的確に対応できる方であり、御活躍いただけるものと確信いたしてお

ります。議員各位の御理解をいただき、議決賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、提

案理由の説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行いますが、本件は人事案件でありますので、他人の私

生活にわたる発言をすることのないように御注意を願います。 

 それでは、質疑を行います。ただいまの町長の説明に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  討論なしと認めます。 

 これより、諮問第２号を採決いたします。 

 お諮りします。本件は、瓜生郁義君を適任とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、諮問第２号人権擁護委員候補者の推

薦については、瓜生郁義君を適任とすることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第７．承認第９号 

○議長（原中 政燵君）  承認第９号令和元年度桂川町一般会計補正予算（専決第１号）の専決処

分の承認を認める件についてを議題といたします。 

 本件について、内容の説明を求めます。原中企画財政課長。 

○企画財政課長（原中  康君）  承認第９号令和元年度桂川町一般会計補正予算（専決第１号）

について、説明いたします。 

 議案書の６ページをお開きください。 

 承認第９号につきましては、令和元年度一般会計予算について、補正の必要が生じましたが、

町議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和

元年８月１６日付で専決処分を行いましたので、本９月議会において報告し、御承認をお願いす

るものです。 

 それでは、別紙の令和元年度桂川町一般会計補正予算書（専決第１号）２ページをお開きくだ

さい。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ２,６３２万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ５５億９,６８９万９,０００円とするものです。 

 ７ページをお開きください。 

 歳入予算について説明いたします。 

 １１款１項１目地方交付税２,２５０万円の計上は、財源調整によるものです。 

 次の８ページ、２１款４項２目雑入３８２万４,０００円は、防災・行政無線機器の落雷によ

る被災に対する災害共済金の計上です。 

 次の９ページからは、歳出でございます。 

 ２款１項１２目防災諸費３８２万４,０００円の追加は、防災・行政無線機器修繕料の計上で

す。 

 １１款２項１目農林災害復旧費２,２５０万円の追加は、農地・農業用施設災害復旧事業に係

る測量・設計委託費及び応急工事によるものです。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、御承認賜りますようお願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（原中 政燵君）  討論なしと認めます。 

 これより、承認第９号を採決します。 

 お諮りいたします。本件は、承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、承認第９号令和元年度桂川町一般会

計補正予算（専決第１号）の専決処分の承認を求める件については、承認することに決定いたし

ました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．議案第２２号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２２号桂川町会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関す

る条例の制定についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。山邉総務課長。 

○総務課長（山邉 久長君）  議案第２２号桂川町会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に

関する条例の制定について、御説明申し上げます。 

 議案書７ページをお開きください。 

 本議案の提案理由といたしましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制

定により、会計年度任用職員制度が新たに導入されることに伴い、会計年度任用職員の給与、費

用弁償及び旅費に関し、必要な事項を条例で定める必要が生じましたので、本条例案を提案する

ものでございます。 

 次の８ページをお開きください。 

 ８ページから１３ページにかけまして、条例案を掲載いたしておりますが、最初に、本制度の

概要について、説明を申し上げたいと思います。 

 これまで、全国の地方自治体では、臨時的任用職員、いわゆる臨時職員の任用根拠や給与、手

当等についてさまざまな運用がなされており、統一的な取り扱いが図られていなかった現状がご

ざいます。今回の地方公務員法の改正により、新たに、会計年度任用職員という区分を追加し、

制度の明確化を図るとともに、統一的な運用を行おうとするものでございます。また、本制度の

施行により、現在本町において勤務をいただいております臨時的任用職員の方につきましては、

一部を除いて本制度に移行するものでございます。 

 それでは、条例案の内容について、簡略に説明をさせていただきます。 

 第１条では、本条例の目的を、第２条では、会計年度任用職員及び一般職の職員についての定

義について定めております。また、会計年度任用職員の定義として、同条第１項第１号ではパー

トタイム、第２号ではフルタイムの会計年度任用職員について定めているところでございます。 
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 第３条では、会計年度任用職員のパートタイム、フルタイム、それぞれの報酬及び給与の種類

について定めております。 

 第４条から第６条にかけては、給与及び費用弁償の支払いの方法等、給料表の種類や適用範囲、

報酬及び給料の基準について定めておるところでございます。 

 第７条では、パートタイム会計年度任用職員の報酬及び単価の算出根拠について定めておりま

す。なお、パートタイム会計年度任用職員の報酬は、日額及び時間額となります。 

 第８条では、パートタイム会計年度任用職員に対する超過勤務手当や特殊勤務手当の支給につ

いて定めております。 

 第９条では、パートタイム及びフルタイムの会計年度任用職員の給与の支給方法等について定

めております。 

 第１０条及び第１１条では、報酬の減額及び勤務１時間当たりの報酬の額について定めており

ます。 

 第１２条では、会計年度任用職員の期末手当についての算定及び支給について定めております。 

 １３条では、パートタイム会計年度任用職員の費用弁償について、第１４条ではフルタイムの

会計年度任用職員の旅費について定めておるところでございます。 

 １５条では、給与、費用弁償及び旅費についての調整に関する事項を定めております。 

 １６条では、単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与等については、別途定める旨を

定めておるところでございます。 

 １７条では、委任について定めております。 

 また、１３ページに、別表といたしまして、級別標準職務表を掲載をいたしております。 

 施行期日につきましては、１２ページの附則にて、令和２年４月１日と定めているところでご

ざいます。 

 以上、簡略な説明ではございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  先ほど、閉会中委員会の審査の意見を述べた中に、学童保育所の

支援員の方の給与の低さ、それからボーナスがないというようなことを述べました。これは、今

の提起されたこの条例は、そういったパートやフルタイムの人たちをもっと大事に扱うというこ

となんですが、学童保育所は、今社協のほうに委託されていると思います。じゃあ、そこに対し

ても、この条例をある程度適用していくのかどうかということをお聞かせください。 

○議長（原中 政燵君）  担当課長。 
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○総務課長（山邉 久長君）  ただいまの柴田議員の質問にお答えをいたします。 

 まず、本条例案の適用範囲、これは本町における臨時職員等についてのものでございまして、

今言われました、委託をしております学童保育所の職員等の方に対して効力を有するものではな

いというふうには考えております。後は、そちらのほうで、今後どう準用されていくかというと

ころに論点はあるんではないかというふうに考えておるところでございます。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題になっております議案第２２号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたしま

す。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．議案第２３号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２３号桂川町印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。坂井住民課長。 

○住民課長（坂井 習司君）  議案第２３号桂川町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、

御説明申し上げます。 

 議案書の１４ページをお願いいたします。 

 提案理由でございますが、住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、印鑑登録証明事務処理要

領が改正されるため、桂川町印鑑条例の一部を改正する必要が生じましたので、議会の議決をお

願いするものでございます。 

 今回の改正は、本人からの申し出により、本町が備える住民基本台帳に旧氏が記載されている

場合にあっては、印鑑登録原票に旧氏を記載し、旧氏での印鑑登録を選択することができるよう

にするものでございます。また、旧氏とは、氏以外にその者が過去に称していた戸籍上の氏のこ

とをいうものでございます。 

 改正内容について、御説明申し上げます。 

 議案書の１５ページをお願いいたします。 

 第２条第１項の改正は、文言の整理を行うもので、「本町の住民基本台帳」を、「本町が備え

る住民基本台帳」に改めるものでございます。 

 次に、第５条第１項第１号の改正は、住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏もし

くは通称、または、氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたものであらわしていない印鑑

の登録申請は受理できないことを規定するものでございます。 
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 次の第５条第１項第２号の改正は、氏名の次に旧氏を加えることにより、旧氏での印鑑登録申

請を受理できるようにするものでございます。 

 次に、第１１条は、印鑑登録の抹消を規定した条文で、第１項第３号の条文中、「氏」の次に

両括弧で、「氏に変更があったものにあっては、住民票に記録されている旧氏を含む」を加える

ものでございます。 

 附則でございますが、この条例は令和元年１１月５日から施行するものでございます。 

 以上、簡略ではありますが、説明を終わらせていただきます。御審議の上、議決賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  この印鑑の登録が旧姓でもできるということでありますけれど、

このことを住民の皆さんにどのように周知されるんですか。 

○議長（原中 政燵君）  坂井課長。 

○住民課長（坂井 習司君）  御質問にお答えします。 

 まだ具体的には決めていませんけども、１１月５日施行となる前に、広報等を通じて、住民の

皆様には周知を図っていきたいというふうに考えています。 

○議長（原中 政燵君）  下川君。 

○議員（８番 下川 康弘君）  これになると、旧姓でもできるということは、２つはできないで

すよね。新姓と旧姓両方使うとか、そういうのはできないですよね。 

○議長（原中 政燵君）  坂井課長。 

○住民課長（坂井 習司君）  本人の選択になります。いずれか一つになります。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２３号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたしま

す。 

 ここで、暫時休憩といたします。再開は、１１時１０分でお願いをいたします。暫時休憩。 

午前10時59分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時12分再開 

○議長（原中 政燵君）  会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第１０．議案第２４号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２４号桂川町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。平井税務課長。 

○税務課長（平井登志子君）  議案第２４号桂川町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、御説明申し上げます。 

 議案書１６ページをお願いいたします。 

 改正の理由といたしまして、町が保有している航空写真図の写しの交付に係る手数料を定める

ため、地方自治法第２２７条及び第２２８条の規定に基づき、本条例案を提出するものでござい

ます。あわせて、条文の整備を行っております。 

 議案書の１７ページをお開きください。 

 改正の内容について、御説明申し上げます。 

 手数料徴収条例の別表第２号、第３号において、現在、公簿、公文書及び図面等の写しの交付

により、字図については１件につき２００円の手数料で交付しているところでございますが、今

回新たに「字図等」の文言を明記し、条文の整備を行うものでございます。 

 次に、別表第４号では、町が保有しております航空写真図の写しの交付に係る手数料を１件

５００円と定めるものでございます。現在は、航空写真図の写しの交付はしておりませんが、今

回の改正により、交付ができるようにするものでございます。 

 附則といたしまして、令和元年１０月１日から施行するものでございます。 

 以上、簡略な説明ではございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第２４号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたしま

す。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１１．議案第２５号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２５号桂川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する等の条例の制定についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。秦子育て支援課長。 
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○子育て支援課長（秦  俊一君）  議案第２５号桂川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する等の条例の制定について、御説明いたし

ます。 

 議案書１９ページをお開きください。 

 提案理由は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律及び関係法令等の施行に伴い、桂川

町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、桂川町特定教

育・保育及び特定地域型保育の実施に関する条例、桂川町立保育所設置条例及び桂川町立幼稚園

設置条例の４つの条例の一部を改正し、桂川町立幼稚園授業料等徴収条例を廃止する必要が生じ

たため、この条例案を提出するものでございます。 

 改正の趣旨といたしましては、本年１０月より実施されます幼児教育・保育の無償化により、

対象児童、施設の認可、要件等について整理し、子育てを行う家庭の経済負担の軽減を図るため、

行うものでございます。 

 議案書２０ページをお開きください。 

 桂川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する等の条例について、御説明申し上げます。 

 まず、この条例案は、４つの条例の一部改正及び１つの条例の廃止について、第１条から第

５条まで条立てて行うものでございます。 

 まず、１つ目の桂川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正については、第１条として、２０ページから２９ページにかけて記載しており

ます。 

 主な内容は、３歳から５歳までの子供に係る保育料等が無償となりますが、今まで保育料に含

まれていた食材料費は現行のまま保護者負担となるため、副食、おかずなどの提供に要する費用

の徴収に関する改正及び改正法による略称の変更や条項ずれに伴う改正を行うものでございます。 

 次に、２つ目の桂川町特定教育・保育及び特定地域型保育の実施に関する条例の一部改正につ

いては、第２条として、２９ページから３０ページにかけて記載しております。 

 主な内容は、３歳から５歳の子供及び低所得世帯の子供に係る保育料等が無償となるため、該

当する子供の保護者に係る利用者負担額の改正を行うものでございます。 

 次に、３つ目の桂川町立保育所設置条例の一部改正については、第３条として、３０ページか

ら３１ページにかけて記載しております。 

 主な内容は、３歳から５歳までの子供に係る保育料等が無償となるため、保育料の納入義務を

満３歳未満保育認定子供に係る教育・保育給付認定保護者に限定する規定に改めるものでござい

ます。 
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 次に、４つ目の桂川町立幼稚園設置条例の一部改正については、第４条として、３１ページに

記載しております。 

 主な内容は、改正法の施行に伴い、町立幼稚園に通う子供に係る授業料が無償となるため、授

業料等の規定の削除を行うものでございます。 

 次に、５つ目の桂川町立幼稚園授業料等徴収条例の廃止について、第５条として、３２ページ

に記載しております。 

 主な内容は、町立幼稚園に通う子供に係る授業料が無償となり、授業料等徴収の根拠規定が不

要となるため、本条例を廃止するものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は令和元年１０月１日から施行しようとするものでござ

います。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、議決賜りますようお願いいたしまして、提案

説明とさせていただきます。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  済いません、３１ページの４条の何か第６号と書いてあるところ

で、幼稚園において預かり保育事業を実施することができると書いてございます。そのときに、

本町で延長保育をやっておりますけれど、できるということですけど、保育料は無料になるのか

確認したいと思います。 

○議長（原中 政燵君）  秦課長。 

○子育て支援課長（秦  俊一君）  御質問にお答えいたします。 

 幼稚園の延長保育という御質問ですけども、（「え」と呼ぶ者あり）一応これは無料にするよ

うに（「聞こえない、ごめんなさい」と呼ぶ者あり）無料にするように考えております。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  ただいま議題になっております議案第２５号は、会期中、文教厚生委員

会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１２．議案第２６号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２６号桂川町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。山本水道課長。 

○水道課長（山本  博君）  議案第２６号桂川町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定
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について、御説明いたします。 

 議案書３３ページをお開きください。 

 提案理由は、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定について、更新精度が

導入されたことに伴い、更新手数料を徴収するに当たり、地方自治法第２２７条及び第２２８条

の規定に基づき、本条例を制定する必要が生じたため、この条例案を提出するものでございます。 

 次のページをお開きください。 

 桂川町水道事業給水条例第３３条の表に、指定給水装置工事事業者証更新交付手数料として、

１件につき３,０００円を加えるものでございます。 

 なお、附則としまして、この条例の交付は、令和元年１０月１日から施行とするものでござい

ます。 

 以上、簡略な説明ではございますが、御審議の上は、議決賜りますようお願いいたしまして、

提案説明とさせていただきます。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第２６号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたしま

す。 

 それでは、議案第２７号は、プロジェクトを使用しますので、暫時休憩といたします。暫時休

憩。 

午前11時25分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時26分再開 

○議長（原中 政燵君）  それでは会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．議案第２７号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２７号桂川小学校トイレ改修工事請負契約の締結についてを議題

といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。小金丸建設事業課長。 

○建設事業課長（小金丸卓哉君）  議案第２７号桂川小学校トイレ改修工事請負契約の締結につい

て、お手元の議案書と議場内のスクリーンを用いて説明いたします。 

 ３５ページをお開きください。 
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 契約の内容について、御説明いたします。 

 工事名、桂川小学校トイレ改修工事。工事箇所、桂川町大字土居地内。工期、契約の効力発生

の翌日から令和２年３月２５日まで。請負契約額６,９３０万円（消費税含む）。工事請負人、

住所、桂川町大字土居１８９番地２、氏名、石原技建株式会社代表取締役石原敏郎。契約の方法、

指名競争入札。 

 提案理由につきましては、桂川小学校トイレ改修工事請負契約を締結するに当たり、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決をお願

いするものでございます。 

 議案書３６ページをお開きください。入札の結果について、御説明いたします。 

 入札年月日、令和元年８月２６日。仮契約締結日、令和元年８月２７日。指名業者につきまし

ては記載のとおりでございます。設計金額７,１２３万８,２００円（消費税含む）。最低制限価

格５,６１５万９,０９１円（消費税含まず）。落札金額６,３００万円（消費税含まず）。請負

金額６,９３０万円（消費税含む）。落札業者、石原技建株式会社代表取締役石原敏郎。 

 続いて、議案書３７ページをお開きください。ここからスクリーンのほうも説明に入らせてい

ただきます。 

 この図は、桂川小学校の配置図を示しております。桂川小学校は鉄筋コンクリート造の３階建

ての建物でございます。説明の都合上、校舎の名称を北棟、中棟、管理棟、南棟と呼ぶことにい

たします。南棟のトイレは、１階が職員用、２階４年生、３階５年生、中棟トイレは、１階１年

生、２階３年生、３階６年生、北棟については、１階のみで２年生となっております。 

 工事の概要について説明いたします。議案書の３７ページの上段に記載しております。 

 建築主体工事、床改修２３７ｍ２、湿式床から乾式床へ変更し、床は防滑性ビニル床シート仕

上げとしています。壁改修７７３ｍ２、合成樹脂塗装仕上げとしております。天井改修２０８ｍ２、

化粧石膏ボードを使用いたします。 

 電気設備工事、ＬＥＤ照明改修４２個、内訳は記載のとおりでございます。人感センサー取り

つけ５０個、内訳は記載のとおりでございます。人感センサーは、人を感知すると照明がつくも

のであり、節電効果が期待されます。 

 機械設備工事、大便器改修４６カ所、内訳は記載のとおりです。小便器改修２６カ所、内訳は

記載のとおりです。洗面器改修２８台、内訳は記載のとおりでございます。 

 続いて、３８ページをお開きください。ここからは、トイレの改修前と改修後について説明い

たします。 

 南棟１階の職員用トイレですが、改修前、つまり現在のトイレの配置を示しております。男子

用は、小便器３、和便器１、洋便器１、手洗い２。女子トイレは、和便器２、洋便器１、手洗い
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２となっております。改修後は、男子トイレが、小便器３、洋便器２、手洗い２。女子用が、洋

便器３、手洗い２となっております。便座の仕様は、ウォシュレット、ウォームレット、女子ト

イレには擬音装置がつきます。 

 次に、３９ページお開きください。南棟の２階４年生トイレ、３階５年生トイレについて説明

いたします。 

 改修前は、２階、３階とも同じ構造であり、男子用は、小便器６、和便器２、洋便器１、手洗

い２。女子用は、和便器３、洋便器２、手洗い２です。改修後は、男子用は、２階、３階とも小

便器４、洋便器３、手洗い２。女子用につきましては、２階４年生トイレは、洋便器４、手洗い

２。ここで、３階の５年生の女子トイレにつきましては、この黄色い部分が和便器に切りかわり

まして、和便器１、洋便器３、手洗い２となります。便座の仕様はウォームレットで、５年生の

女子トイレにつきましては擬音装置がつきます。 

 次に、議案書４０ページをお開きください。中棟１階１年生トイレ、２階３年生トイレ、３階

６年生トイレについて説明いたします。 

 改修前は、１階、２階、３階とも同じ配置であり、男子用は、小便器６、和便器１、洋便器１、

手洗い２。女子用は、和便器４、洋便器２、手洗い２となっております。改修後は、女子用は、

１、２階ともに洋便器５、手洗い２。男子用は、小便器４、洋便器２、手洗い２となっておりま

す。３階の６年生の女子トイレにつきましては、この部分が和便器になりまして、３階の女子に

つきましては、和便器１、洋便器２、手洗い２となります。便座の仕様はウォームレットで、

６年生の女子トイレにつきましては擬音装置がつきます。 

 最後に、北棟１階の２年生トイレになります。議案書４１ページでございます。 

 改修前は、女子用は、和便器１、洋便器３、手洗い１。男子用は、小便器４、洋便器２、手洗

い１となっております。改修後は、女子用は、洋便器４、手洗い２。男子用は、小便器３、洋便

器２、手洗い２となります。便座の仕様はウォームレットでございます。 

 以上、簡略な説明ではございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  済いません、桂川小学校のトイレ改修ということでございますけ

れど、この今の説明を見てみますと、教室のみであって、体育館がないようでありますけれど、

体育館がない理由。そして、この体育館はその後どういうふうにするのかということ。それと、

あと一つ、この設計図といいますか、それを見ていると、ウォームレットだけのところと何かウ

ォシュレットとか、何かこう、するところがいろいろ違うんです。何でこれをどういうふうにし
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て分けたのかなと。単純に見ていると、職員のところがウォシュレットとウォームレット、でも

こっちのほう見ると、最後ら辺は、１階のところはウォームレットとかなっとる。どういう基準

ちゅうか、考えでもってそういうふうに分けられたのか、そこのところの説明をお願いします。 

○議長（原中 政燵君）  北原課長。 

○学校教育課長（北原 義識君）  澤川議員の質問にお答えいたします。 

 今回の改修につきましては、体育館は含んでおりません。この理由につきましては、やはり大

規模改修にかかります費用というのは大きなものがございます。緊急度またはやはり優先度の高

いところということで、校舎のトイレ、ふだん児童生徒が使うトイレを優先しての実施というこ

とで、今回のような形になっております。 

○議長（原中 政燵君）  小金丸課長。 

○建設事業課長（小金丸卓哉君）  あと、便座の仕様についてお答えいたします。 

 まず、職員トイレについては、大人が使いますのでウォシュレット、それからウォームレット、

女性のほうには擬音装置がつくような仕様になっております。 

 学童、生徒たちが、子供たちが使うトイレにつきましては、基本はウォームレットということ

ですね。５年生、６年生の女子トイレにつきましては、高学年になってきますとちょっとエチケ

ットに気を使うような年ごろにもなってきますので、学校と相談しまして、擬音装置をつけまし

ょうということでそういう仕様としております。 

○議長（原中 政燵君）  澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  ありがとうございます。 

 体育館外した理由を、緊急といいますか、それを要するところを重視したというふうにお聞き

しましたけれど、体育館はその後どういうふうに考えておられるのか、そのお答えがなかったよ

うに思います。 

○議長（原中 政燵君）  北原課長。 

○学校教育課長（北原 義識君）  議員の質問にお答えいたします。 

 体育館のトイレの改修については、現在ではまだ未定でございます。（「ん」と呼ぶ者あり）

現在未定でございます。（「未定」と呼ぶ者あり）はい。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。癩癩ああ、柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  ２点確認ですが、１点は先ほど言われた部分で、いわゆる５年と

６年の女子トイレのみ擬音がついて、いわゆる音姫だと思います。中学校に行ったときは、ここ

まで時代は変わったんやなと、中学校もついていました。大事だなと改めて思ったんですが、学
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校ときちっと確認がとれているということをもう１回答えてください。 

 それともう一つが、５年、６年のトイレだけ和式が２つありますね、１つずつ。その理由と、

それは学校との了承か、そこを教えてください。 

 以上です。 

○議長（原中 政燵君）  小金丸課長。 

○建設事業課長（小金丸卓哉君）  柴田議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、学校との確認ですが、全て学校と協議しながら、仕様についても決めております。 

 御質問の和便器の件についてですが、これも高学年になってくると、大人の方もそうなんです

けど、洋便器をちょっと人が座ったところに座りたくないとか、そういった意見もありまして、

高学年になるとそういったところも配慮して、和便器を設けて対応するというふうに決めました。 

 以上です。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２７号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたしま

す。 

 暫時休憩とします。 

午前11時42分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時43分再開 

○議長（原中 政燵君）  それでは、引き続き会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１４．議案第２８号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２８号令和元年度桂川町一般会計補正予算（第２号）についてを

議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。原中企画財政課長。 

○企画財政課長（原中  康君）  議案第２８号令和元年度桂川町一般会計補正予算（第２号）に

ついて、御説明いたします。 

 議案書４２ページをお開きください。 

 提案理由といたしまして、令和元年度桂川町一般会計予算を別紙のとおり補正したいので、地

方自治法第２１８条第１項の規定に基づき、本議会の決定に付しようとするものでございます。 

 内容につきましては、別紙補正予算書で説明いたします。 
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 補正予算書の２ページをお開きください。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４,２６４万５,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５７億３,９５４万４,０００円に定めようとするものでござい

ます。 

 ７ページをお開きください。 

 ７ページの第２表地方債補正の追加につきましては、本年７月以降に発生した災害復旧事業に

係る地方債の限度額を、３,５００万円に定めるものでございます。地方債の変更、公共事業等

債は、国庫補助金の年度間調整によるもの、臨時財政対策債は決定によるものです。 

 続きまして、１１ページをお開きください。歳入でございます。 

 １款１項１目町民税の個人分９４４万の追加、次の１２ページ、２項１目固定資産税２８２万

６,０００円の追加、次の１３ページ、３項１目軽自動車税３６万６,０００円の追加は、いずれ

も調定額の決定によるものです。 

 次の１４ページ、１０款１項１目地方特例交付金２５３万６,０００円の追加は、減収補痾特

例交付金の決定によるものです。 

 次の１５ページ、１１款１項１目地方交付税でございますが、普通交付税の決定が去る７月

２３日になされ、当初予算では本年度交付予定額を１６億２,２５４万１,０００円と見込んでお

りましたが、対前年度比０.８％減の１６億３,４４９万３,０００円の決定となりました。この

うち、６月補正予算時点では、普通交付税１５億７,５２７万９,０００円と特別交付税２億円を

合わせた地方交付税の総額１７億７,５２７万９,０００円を計上しておりましたが、専決第１号

補正における普通交付税での財源調整２,２５０万円の追加と、今回の補正における普通交付税

による予算調整１,０３３万円の減額を合算しますと、補正後の普通交付税の予算計上額は

１５億８,７４４万９,０００円となり、特別交付税２億円と合わせた地方交付税の補正後の額は

１７億８,７４４万９,０００円となり、財源留保額は４,７０４万４,０００円となるものです。 

 次の１６ページ、１３款１項１目民生費負担金２,１２５万８,０００円の減は、教育・保育無

償化に伴う保育料の減額によるもの、２目土木費負担金８万３,０００円の追加は、嘉麻市境の

橋梁修繕工事に伴う負担金の増額によるもの、次の１７ページ、１４款１項６目教育使用料

２３９万６,０００円の減は、教育・保育無償化に伴う幼稚園授業料等の減によるものです。 

 次の８ページ、１５款１項１目民生費国庫負担金３,８９３万２,０００円の追加は、教育・保

育無償化に伴う子どものための教育・保育給付費国庫交付金や、子育てのための施設等利用給付

費国庫交付金の計上、次の１９ページ、２項２目民生費国庫補助金７万２,０００円の追加は、

副食費等実費徴収補足給付事業費国庫補助金の計上によるもの、次の４目土木費国庫補助金

９３６万円の減は、社会資本整備総合交付金の決定見込みによるもの、次の２０ページ、１６款
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１項１目民生費県負担金５１５万２,０００円の追加は、子どものための教育・保育給付費県臨

時交付金等の計上によるもの、次の２１ページ、２項１目総務費県補助金１５０万円の追加は、

地方創生移住支援事業費県補助金の計上によるもの、次の２目民生費県補助金５６７万３,０００円

の追加は、教育・保育無償化施策の円滑化に係る子ども・子育て支援事業費県補助金等の計上、

次の５目農林水産業県補助金２５７万１,０００円の追加は、多面的機能支払県交付金の増及び

博多和牛ブランド強化対策費県補助金、荒廃森林再生事業費県補助金の計上です。 

 次の７目教育費県補助金１０万円の追加は、福岡県教育委員会研究指定委嘱校研究費県補助金

の計上、次の８目災害復旧費県補助金５,９０５万円の追加は、本年７月以降における農林水産

業施設災害復旧に係る県補助金の計上です。 

 次の２２ページ、１７款１項２目利子及び配当金１万円の減額は、預金利子の決定及び決定見

込みによるものです。 

 次の２３ページ、１９款１項１目財政調整基金繰入金１億３,０００万円の減額は、今回の補

正において、歳入が歳出を上回りましたので減額計上をいたしております。 

 次の２目公共事業整備基金繰入金３２０万円の追加は、町営住宅二反田団地防災無線の移転工

事に伴う計上、次の２４ページ、２項１目住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金２７９万

２,０００円の追加は、当該会計の決算剰余金等の発生によるものです。 

 次の２５ページ、２０款１項１目繰越金１億４,１９５万５,０００円の追加は、６月定例議会

で申し上げましたとおり、平成３０年度一般会計の繰越額が２億１,０１１万６,０００円で、こ

のうち令和元年度に繰り越しました繰越事業に充当する財源８１６万１,０００円を除いた実質

的な繰越額は、２億１９５万５,０００円となっております。この実質的な繰越決定額と、令和

元年度当初予算で計上していました繰越金６,０００万円との差額１億４,１９５万５,０００円

を追加計上いたしております。 

 次の２６ページ、２１款雑収入２５３万７,０００円の追加は、福岡県町村会からの「町イ

チ！村イチ！」参加助成金及び町立保育所副食費負担金の計上です。 

 次の２７ページ、２２款町債１項３目土木費９３０万円の追加は、国庫補助金の年度間調整に

よるもの、６目臨時財政対策債７０９万５,０００円の減額は、決定によるもの、７目災害復旧

事業債３,５００万円は、農地・農業用施設に係る現年発生補助災害復旧事業債の計上によるも

のです。 

 ２８ページからは歳出でございます。 

 歳出予算につきましては、職員の人件費につきまして、本年４月の人事異動に伴う予算の組み

替え等によりまして、全ての関係費目に関して整理をいたしております。 

 それでは、内容について、説明させていただきます。 
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 １款１項１目議会費１万円の追加は、職員人件費の整理によるものです。 

 次の２９ページ、２款総務費１項１目一般管理費１,０２４万５,０００円の追加は、職員人件

費の整理と、産休代替臨時雇い賃金の計上によるものです。 

 ３目財産管理費２,２７８万７,０００円の追加は、公共事業整備基金預金利子の決定と、住宅

新築資金等貸付事業特別会計繰入金を全額公共事業整備基金に積み立てるもの及び教育・保育施

設整備基金積立金の計上によるものです。 

 ６目企画費２００万円の追加は、東京２３区に５年以上在住または勤続した者が東京圏外の地

域に移住し、かつ移住支援金の対象となる県のマッチングサイトに掲載された企業に就職した場

合に限り、移住先の地方公共団体が地方創生推進交付金を活用して、移住者に対し支援金を支給

することを可能にするもので、今回、新規計上いたしております。 

 次の３１ページ、２項１目税務総務費１８２万７,０００円の減は、職員人件費の整理による

ものです。 

 次の３２ページ、３項１目戸籍住民基本台帳費１３５万５,０００円の追加は、職員人件費の

整理及び印鑑登録システム改修委託料によるもの、次の３３ページ、４項４目福岡県知事選挙及

び福岡県議会議員一般選挙費６９万３,０００円の減、次の３４ページ、６項１目監査委員費

８,０００円の追加は、職員人件費の整理によるものです。 

 次の３５ページ、３款民生費１項１目社会福祉総務費８８万８,０００円の追加、３目老人福

祉費１,０００円の減は、職員人件費の整理等によるものです。 

 ４目重度障害者医療費１９２万９,０００円、５目子ども医療費１７５万７,０００円、６目ひ

とり親家庭等医療費５２万７,０００円の追加は、いずれも前年度県補助金の精算による返還金

の計上、次の７目未熟児養育医療費４１万６,０００円の追加も、精算による前年度国庫負担金

及び県負担金の返還金の計上を行っております。 

 次の１０目地域包括支援センター事業費１万３,０００円の追加は、職員人件費の整理による

ものです。 

 次の３７ページ、２項１目児童福祉総務費４７万４,０００円の追加は、教育・保育無償化に

伴う子育てのための施設等利用給付費の計上、次の４目子育て支援費６９１万１,０００円の追

加は、職員人件費の整理及び教育・保育無償化事業の円滑化に係る備品購入費等の計上によるも

のです。 

 次の５目土師保育所費９４７万８,０００円の減額、６目吉隈保育所費１１３万９,０００円の

追加は、職員人件費の整理によるものです。 

 次の３９ページ、３項１目国民年金費３,０００円の追加は、職員人件費の整理によるもの、

次の４０ページ、４項１目同和対策総務費４６万４,０００円の追加は、土師五集会所修繕費、
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ブロック塀の一部をフェンスにかえる工事によるもの、次に２目人権センター運営費２２１万

４,０００円の追加、次の４１ページ、４款衛生費１項１目保健衛生総務費１,１２４万

６,０００円の減、次の４２ページ、５款労働費１項１目失業対策総務費１万１,０００円の追加、

次の４３ページ、６款農林水産業費１項２目農業総務費３３万１,０００円の減は、いずれも職

員人件費の整理によるものです。 

 なお、２目農業総務費では、鉱害復旧かんがい排水施設維持管理基金預金利子積立金３,０００円

を追加計上しております。 

 次の４目農業振興費６０万３,０００円の追加は、「町イチ！村イチ！」出店に係る旅費の計

上や、多面的機能支払交付金の増によるもの、次の５目畜産業費１２７万円の追加は、博多和牛

ブランド強化対策事業補助金の計上、次の６目農地費９万４,０００円の追加は、職員人件費の

整理によるもの、次の４５ページ、２項３目１０８万８,０００円の追加は、荒廃森林再生事業

費の計上です。 

 次の４６ページ、７款商工費１項１目商工総務費２３２万８,０００円の減額、次の４７ペー

ジ、８款土木費２項１目道路橋梁総務費３６万９,０００円の追加は、職員人件費の整理による

ものです。 

 次の２目道路橋梁維持費２００万円の追加は、社会資本整備総合交付金の内示に伴う橋梁測量

調査委託料の計上です。 

 次の４８ページ、３項１目都市計画総務費４,０００円の追加は、職員人件費の整理によるも

の、次の５目都市再生整備事業費は、財源組み替えを行っております。 

 次の４９ページ、４項１目住宅管理費４,０００円の追加は、職員人件費の整理、次の２目住

宅建設費３２０万９,０００円の追加は、職員人件費の整理と二反田団地防災無線移設工事の計

上です。 

 次の５０ページ、９款１項１目非常備消防費１５１万４,０００円の減は、飯塚地区消防組合

負担金の組合通知によるものと、消防ポンプ自動車購入及び防災整備基金預金利子積立金の確定

によるもの、次の５１ページ、１０款教育費１項２目事務局費３１０万８,０００円の追加は、

職員人件費の整理及び福岡県教育委員会研究指定委嘱校研究事業経費並びに桂川幼稚園における

すぐメール委託料、教育・保育無償化に伴う子育てのための施設等利用給付費、未移行幼稚園等

副食費給付費の計上及び私立幼稚園就園奨励費補助金の減によるものです。 

 次の５３ページ、５項１目桂川幼稚園２万２,０００円の追加、次の５４ページ、６項１目共

同調理場４万５,０００円の追加は、いずれも職員人件費の整理によるものです。 

 次の７項１目社会教育総務費２２２万９,０００円の追加は、職員人件費の整理及び土師コミ

ュニティーセンター施設修繕によるもの、次の２目公民館費８００万円の追加は、瀬戸区公民館
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建設補助金の計上、４目文化財保護費４６万８,０００円の追加は、王塚古墳保存活用策定事業

経費の計上によるもの、次の５６ページ、６目王塚装飾古墳館費９,０００円の減、７目図書館

費２７０万７,０００円の減、次の５７ページ、８項３目総合体育館費１万円の追加は、いずれ

も職員人件費の整理によるものです。 

 次の５８ページ、１１款災害復旧費２項１目農林災害復旧費１億７２万２,０００円の追加は、

現年発生農地等災害復旧工事費１億円ほか、災害復旧事務に係る関連経費の計上です。 

 次の５９ページ、１２款公債費１項１目元金６２万４,０００円の追加、２目利子４２５万

９,０００円の減額は、既発行地方債の利率の一部見直しや、新規発行地方債の借入利率の決定

によるものです。 

 以上、簡単な説明でございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長説明に対し質疑ありませんか。

澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  質疑ではありませんけれど、課長が言い間違えられたと思います。

５６ページで、王塚装飾古墳館のその補正額を減とおっしゃったように思います。これは、減じ

ゃないですよね、三角はついていませんから。これ９,０００円の追加じゃないんですかね。減

ちゅうことは三角がつくんじゃないですかね。たしか減とおっしゃいました。 

○議長（原中 政燵君）  それは、後ほど確認させて修正させます。よろしいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２８号は、会期中、総務経済建設委員会、文教厚生委員

会の各常任委員会に付託いたします。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１３時でお願いします。 

午後０時06分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時00分再開 

○議長（原中 政燵君）  会議を開きます。 

 議案第２８号、訂正の申し出がありますので、訂正を許します。原中課長。 

○企画財政課長（原中  康君）  それでは、議案第２８号の私の説明の中で誤りがございました

ので、おわびの上、訂正を説明させていただきたいと思います。 

 まず初めに、澤川議員から御指摘いただきました５６ページの１番上、１０款７項６目王塚装

飾古墳費の９,０００円の、私が減と申し上げましたけれども、正しくは追加、増でございます。
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の誤りがございました。 

 それとあと２点ですね、２２ページの１７款１項２目利子及び配当金１,０００円の減、これ

を１万円と説明しておりますので、これも正しくは１,０００円の減ということで訂正をさせて

いただきます。 

 それともう１点、２９ページ、２款１項３目財政管理費の財政を財産管理費と発したというこ

とで、正しくは財政管理費ということで、議案書自体には誤りはございませんので、おわびの上、

訂正させていただきます。どうも済いませんでした。 

 以上です。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１５．議案第２９号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２９号令和元年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予

算（第１号）についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。平井税務課長。 

○税務課長（平井登志子君）  議案第２９号令和元年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計補

正予算（第１号）について、御説明申し上げます。 

 議案書４３ページをお願いいたします。 

 提案理由といたしまして、繰越金等の予算計上に伴い、補正の必要が生じましたので、地方自

治法第２１８条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、補正予算書にて御説明申し上げます。 

 補正予算書２ページをお願いいたします。 

 本予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７９万２,０００円を追加し、予

算の総額を５１１万７,０００円に定めようとするものでございます。 

 ７ページをお願いいたします。歳入でございます。 

 ２款事業収入１項１目住宅改修資金貸付金元利収入２,０００円の減額は、調定額の決定によ

るものでございます。 

 ２目住宅新築資金貸付金元利収入７９万５,０００円の増額、３目宅地取得資金貸付金元利収

入１００万円の増額は、調定額の決定及び不動産競売による収入額の増加によるものでございま

す。 

 ８ページお願いいたします。 

 ３款繰越金１項１目繰越金４９万２,０００円の増額は、前年度からの繰越金で決定によるも

のでございます。 

 ９ページお願いいたします。 
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 ４款諸収入１項１目雑入５０万７,０００円の増額は、不動産競売に伴い、裁判所にあらかじ

め納める手続費用の償還によるものでございます。 

 １０ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 １款総務費１項１目一般管理費２７９万２,０００円の増額は、一般会計への操出金でござい

ます。 

 以上、簡略ではございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第２９号は、会期中、総務経済建設委員会に付託をいたし

ます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１６．議案第３０号 

○議長（原中 政燵君）  議案第３０号令和元年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。横山保健環境課長。 

○保険環境課長（横山 由枝君）  議案第３０号令和元年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）について、御説明申し上げます。 

 議案書の４４ページをお願いいたします。 

 提案理由でございますが、令和元年度桂川町国民健康保険特別会計予算を別紙のとおり補正し

たいので、地方自治法第２１８条第１項の規定により、本議会の決定に付しようとするものでご

ざいます。 

 内容につきましては、別紙補正予算書で御説明いたします。 

 補正予算書の２ページをお願いいたします。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,８８８万３,０００円を追加し、歳入歳出の

予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億５,３８２万４,０００円に定めようとするものでございま

す。 

 補正予算の内容につきまして、御説明申し上げます。 

 ７ページをお願いいたします。歳入でございます。 

 １款１項１目一般被保険者国民健康保険税３７７万４,０００円の減額、８ページ、２目退職

被保険者等国民健康保険税１２３万円の減額は、６月の保険税の決定によるものでございます。 
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 ９ページをお願いいたします。 

 ５款１項１目保険給付費等交付金１節普通交付金１,４１４万９,０００円は、財源調整により

減額、２節特別交付金２７１万９,０００円は、国民健康保険システム改修に係る補助金として

増額をお願いしております。 

 １０ページをお願いいたします。 

 ６款１項１目一般会計繰入金は、担当職員の給与等の調整及び社会保障税番号制度システム整

備に伴い、８５万２,０００円の増額をお願いしております。 

 １１ページをお願いいたします。 

 ７款１項１目療養給付費交付金繰越金１,０００円の減額及び２目その他繰越金３,４４６万

６,０００円の増額は、決定によるものです。 

 １２ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 １款１項１目一般管理費３５７万２,０００円の増額は、担当職員の給与等の調整及び社会保

障税番号制度システム整備と国民健康保険システム改修に伴うものでございます。 

 １３ページをお願いいたします。 

 ７款１項３目償還金は、国庫負担金等の精算返還金として、３１万１,０００円の増額をお願

いしております。 

 １４ページをお願いいたします。 

 ９款１項１目国民健康保険給付費支払準備基金積立金には、１,５００万円を積み立てるため

増額をお願いしております。 

 以上、簡単ではございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第３０号は、会期中、文教厚生委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１７．議案第３１号 

○議長（原中 政燵君）  議案第３１号令和元年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。横山保健環境課長。 

○保険環境課長（横山 由枝君）  議案第３１号令和元年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について、御説明申し上げます。 
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 議案書の４５ページをお願いいたします。 

 提案理由でございますが、令和元年度桂川町後期高齢者医療特別会計予算を別紙のとおり補正

したいので、地方自治法第２１８条第１項の規定により、本議会の決定に付しようとするもので

ございます。 

 内容につきましては、別紙補正予算書で御説明いたします。 

 補正予算書の２ページをお願いいたします。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４６万６,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億９,９６０万１,０００円に定めようとするものでございます。 

 補正予算の内容について御説明申し上げます。 

 ７ページをお願いいたします。歳入でございます。 

 ３款１項１目事務費繰入金３,０００円の増額は、担当職員の共済組合負担率変更に伴うもの

でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ４款１項１目繰越金４６万９,０００円の減額は、決定によるものでございます。 

 ９ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 １款１項１目一般管理費３,０００円の増額は、担当職員の共済組合負担率変更に伴うもので

ございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金４６万９,０００円の減額は、決定によるもので

ございます。 

 以上、簡単でございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第３１号は、会期中、文教厚生委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１８．議案第３２号 

○議長（原中 政燵君）  議案第３２号令和元年度桂川町水道事業会計補正予算（第２号）につい

てを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。山本水道課長。 

○水道課長（山本  博君）  議案第３２号につきまして、御説明申し上げます。 
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 議案書４６ページをお開きください。 

 本議案は、令和元年度桂川町水道事業会計補正予算（第２号）でございます。令和元年度桂川

町水道事業会計予算を別紙のとおり補正したいので、本議会の決定に付するものでございます。 

 内容につきましては、別紙の桂川町水道事業会計補正予算書にて御説明いたします。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 第２条は、当初予算の第３条で定めました資本的収入及び支出のうち、収入におきまして、

１款水道事業収益を３万６,０００円増額し、補正後の額を２億２,０５４万９,０００円に、支

出におきましては、水道事業費用を４０万９,０００円減額し、補正後の額を２億１,６２７万

９,０００円に定めようとするものでございます。 

 ２ページをお開きください。 

 第３条では、当初予算の４条で定めた資本的収入及び支出のうち、支出におきまして、第１款

資本的支出を１３４万７,０００円増額し、補正後の額を３,０９０万６,０００円に定めようと

するものでございます。 

 内容につきましては、５ページからの補正予算説明書で御説明させていただきます。 

 ５ページをお開きください。資本的収入及び支出の収入についてです。 

 １款１項３目その他営業収益の３万６,０００円の増額は、指定給水装置工事事業者証更新交

付手数料によるものです。 

 支出についてです。 

 １款１項１目原水及び浄水費の２万４,０００円の増額並びに２目配水及び給水日の１万

２,０００円の増額は、共済組合の負担金率の変更に伴うものです。 

 ４目総係費の４４万５,０００円の減額は、人事異動の整理及び共済組合の負担金率の変更に

伴うものです。 

 資本的収入及び支出の支出についてです。 

 支出の１款１項４目固定資産購入費の１３４万７,０００円の増額は、軽四輪自動車の廃棄に

伴う軽四輪自動車購入費でございます。 

 以上、簡略な説明ではございますが、御審議の上は、議決賜りますようお願いいたしまして、

提案説明とさせていただきます。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第３２号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたしま
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す。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１９．認定第１号 

日程第２０．認定第２号 

日程第２１．認定第３号 

日程第２２．認定第４号 

日程第２３．認定第５号 

○議長（原中 政燵君）  認定第１号平成３０年度桂川町一般会計歳入歳出決算の認定について、

認定第２号平成３０年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

認定第３号平成３０年度桂川町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第４号平成

３０年度桂川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定、認定第５号平成３０年度桂川町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、以上５件を一括の議題といたします。 

 内容の説明を求めます。坂井会計管理者。 

○会計管理者（坂井 習司君）  平成３０年度桂川町一般会計及び特別会計の決算について、認定

第１号から第５号まで、一括して御説明をさせていただきます。 

 この議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定をお願いするものでご

ざいます。 

 一般会計、特別会計の決算認定に当たりまして、議会に提出させていただいた資料は、平成

３０年度一般会計・特別会計決算書、平成３０年度決算概要説明書、平成３０年度決算に係る主

要施策の成果に関する説明書、このほか、監査から示されました平成３０年度歳入歳出決算及び

基金運用状況審査意見書、平成３０年度決算に係る健全化判断比率等審査意見書でございます。

御確認をお願いいたします。 

 それでは、決算概要説明書により御説明をさせていただきます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 平成３０年度の決算について、総括的に示しておりますので、御一読をいただきたいと思いま

す。 

 ４ページをお願いいたします。会計別総括表でございます。 

 平成３０年度の決算について、一般会計及び特別会計の予算現額、収入済み額、支出済み額、

差引額をまとめております。また、参考といたしまして、前年度の決算内容と対前年度比率を併

記しているところでございます。 

 平成３０年度一般会計では、収入済み額５７億９,５９７万２,９４４円、支出済み額５５億

８,５８５万６,９３０円で、差引額、いわゆる形式収支額は２億１,０１１万６,０１４円となり
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ました。一般会計では、継続費逓次繰越及び繰越明許がなされておりますので、このうち、翌年

度に繰り越すべき財源８１６万１,０００円を差し引いた実質収支額は、２億１９５万５,０１４円

の黒字となっております。 

 一般会計と特別会計の合計は、収入済み額７５億２,７６９万２,６１３円、支出済み額７２億

８,０７８万５,５９４円で、差引額は２億４,６９０万７,０１９円でございます。 

 なお、実質収支額は、２億３,８７４万６,０１９円となるものでございます。 

 ５ページから１０ページまでは、一般会計決算の状況でございます。款別にまとめております

ので、要点のみ御説明をさせていただきます。 

 ５ページ、歳入でございます。 

 １款町税は、本町の自主財源の根幹をなすもので、収入済み額は１１億４,９６６万１８７円、

歳入全体の１９.８％を占め、対前年度１.１％の減でございます。収入割合のうち、対調定の

９５.７％は徴収率を示すものですが、徴収率と不納欠損につきましては、後ほど別のページで

御報告をさせていただきます。 

 ２款地方譲与税は、本町では自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税の２税について譲与を受け

ております。収入済み額は５,５５０万６,０００円、対前年度比０.８％の増でございます。 

 ３款利子割交付金、４款配当割交付金、５款株式等譲渡所得割交付金は、それぞれ県税として

徴収された一部が県民税の割合に応じて交付されたものでございます。対前年度比は、いずれも

減となっております。 

 ６款地方消費税交付金は、収入済み額２億１,３５３万９,０００円、対前年度比０.６％の増

でございます。 

 ９款地方特例交付金は、対前年度比２３.９％の増、１０款地方交付税は、収入済み額１８億

９,８２７万１,０００円、対前年度比１.３％の減で、このうち普通交付税は前年度に比べて

２.４％の減、特別交付税は５.８％の増となっております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 １２款分担金及び負担金は、保育料が主なもので、収入済み額は１億１７３万５,１７０円、

平成３０年度からは学童保育所利用料を町の予算として受け入れたことにより、対前年度比

１１.７％の増となっております。 

 １３款使用料及び手数料は、町営住宅使用料など各種施設使用料、窓口手数料及びごみ処理手

数料などで、収入済み額１億５３２万２５８円、対前年度比０.２％の増でございます。 

 １４款国庫支出金は、収入済み額８億２,３４７万２,４６９円、平成３０年７月の豪雨による

公共土木施設災害復旧事業及び桂川中学校トイレの大規模改修、桂川幼稚園のエアコン設置に係

る学校施設環境改善国庫交付金などの新規事業並びに町営住宅二反田団地建設事業に係る交付金
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などで、対前年度比５.６％の減は、駅周辺整備事業に係る社会資本整備総合交付金の減額、ゆ

のうら体験の杜建設に係る地方創生拠点整備交付金の皆減などによるものでございます。 

 １５款県支出金は、収入済み額４億５,４７６万８,４８５円、平成３０年７月の豪雨による農

林水産業施設災害復旧費県補助金の皆増などにより、対前年度比９.３％の増となりました。 

 次のページ、１６款財産収入、収入済み額３,０２７万４,７４６円、旭ケ丘団地売り払い収入

は平成２９年度より１区画多い２区画分で、対前年度比２９.３％の減は、平成２９年度に受け

入れました桂川町土地開発公社出資金等返還収入の皆減によるものでございます。 

 １７款寄附金、収入済み額６５２万３,１７３円、ふるさと応援寄附金の減により、対前年度

比１０.９％の減となっております。 

 １８款繰入金、収入済み額５６８万７,３７９円、対前年度比２１.４％の減は、桂川町住宅新

築資金等貸付事業特別会計からの繰入金の減によるものでございます。 

 １９款繰越金は、前年度からの繰越明許、逓次繰越分と合わせまして、収入済み額２億

２,０４１万２,９８８円、対前年度比２１.４％の増となっております。 

 ２０款諸収入は、収入済み額９,４３３万６,５６６円、対前年度比２.１％の減は、県道豆田

稲築線新設に係る遺跡発掘が終了したことに伴い、調査負担金が減額になったことなどによるも

のでございます。 

 ２１款町債は、収入済み額５億７,８６４万４,０００円、対前年度比２２.５％の増は、桂川

町消防団瀬戸班格納庫整備事業、桂川中学校トイレ改修などに係る学校施設環境改善事業、７月

の豪雨災害による災害復旧事業など新規事業に係る起債及び町営住宅建設事業債などの増による

ものでございます。 

 以上、一般会計の歳入合計は、収入済み額５７億９,５９７万２,９４４円で、前年度に比べて

１.６％増加をしております。 

 ８ページをお願いします。これより歳出でございます。 

 １款議会費は、支出済み額６,６３５万３,７１０円で、議会にかかわる経費を支出しておりま

す。 

 ２款総務費は、支出済み額６億４,１９９万７,０６６円、ゆのうらアグリ体験事業、空き家実

態調査及び洪水ハザードマップ作成などの事業に取り組みました。また町長選挙及び町議会議員

一般選挙の執行、議会運営にタブレット端末を導入しております。対前年度比２２％の減は、ゆ

のうら体験の杜建設工事費の皆減及び基金積立金の減などによるものでございます。 

 ３款民生費は、支出済み額２１億８,６０３万２,０２４円で、歳出全体の３９.１％を占め、

対前年度比０.６％の増でございます。高齢者を対象にしたひまわりカフェの開催回数をふやす

など、高齢者福祉の充実を図る取り組みや、放課後児童クラブの施設改修及び利用料減免制度の
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導入など、福祉、医療、子ども・子育て支援に関する各種事業を行っております。 

 次のページ、４款衛生費は、支出済み額４億５,４９４万４７９円、各種健診予防接種などの

健康管理や健康増進、ごみ処理など、健康で衛生的な生活環境を保持するための事業を行ってお

ります。飯塚市・桂川町衛生施設組合し尿処理場穂波苑の起債償還が平成２９年度で終了したこ

とによる負担金の減額など、対前年度比４.５％の減となっております。 

 ５款労働費は、支出済み額２,９８９万５,５８９円、嘉麻・桂川広域シルバー人材センター委

託料及び同補助金が主なものでございます。 

 ６款農林水産業費は、支出済み額８,９６８万６,７９２円、青年就農者の拡大を目的とした農

業次世代人材投資事業、荒廃農地の防止や改善を図る機構集積支援事業など、農林振興に関する

事業及び水利施設の改修を行っております。対前年度比５.７％の減は、平成２９年度に実施し

た、湯ノ浦ため池改良工事費の皆減などによるものでございます。 

 ７款商工費は、支出済み額１,６２９万８,１６４円、桂川町商工会への助成やプレミアム付き

商品券発行事業に係る補助などを行っております。商品券のプレミアム率は、平成２９年度と同

じく１０％で、発行総額は２,２００万円となっております。 

 ８款土木費は、支出済み額７億１,０７５万６,９７４円、道路橋梁新設改良工事では、山崎上

深町線道路約１９７ｍ区間を施工し、全線が開通しています。桂川駅周辺整備では、防災調整池

にポンプ設備を設置、都市再生事業では、桂川駅舎改築及び自由通路設置に係る設計業務を委託

しております。また、平成３０年度で、町営住宅二反田団地第１期建設工事及び集会所建設工事

が完了し、対前年度比１３％の増でございます。 

 ９款消防費は、支出済み額２億７,２８５万８,９０６円、飯塚地区消防組合負担金が主なもの

で、平成３０年度は、桂川町消防団第１分団瀬戸班格納庫の移転新設、防火水槽の新設など、防

災活動拠点施設の整備、災害対策に取り組みました。 

 １０ページをお願いします。 

 １０款教育費は、支出済み額５億９,１８８万１,４７１円、義務教育に係る経費や、住民セン

ター、王塚装飾古墳館など、社会教育施設の維持管理経費が主なものでございます。学校教育で

は平成２９年度に引き続き、学力アップ推進事業や少人数学級の実施、土曜学習塾の開設など、

教育環境の充実に向けた取り組みや、ゆのうら体験の杜での小中学校セカンドスクール事業を実

施しております。また、桂川中学校のトイレ改修、体育館照明機器のＬＥＤ化、桂川幼稚園にエ

アコンを設置するなど、教育施設の整備・充実を図りました。社会教育では、地域はつらつ応援

助成金を創設し、地域コミュニティー活動を積極的に推進しております。 

 １１款災害復旧費は、支出済み額１億８２１万６,４２０円、平成３０年７月に発生しました

西日本豪雨による農地等災害及び公共土木施設災害の復旧工事を行いました。平成２９年度は自
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然災害は発生していませんので、対前年度比３万５,９０３.４％の増となっております。 

 １２款公債費は、支出済み額４億１,６９３万９,３３５円です。このうち、償還元金は３億

９,０４８万５,７６１円、対前年度比３.３％の減となっております。 

 以上、一般会計の歳出合計は、支出済み額５５億８,５８５万６,９３０円で、前年度に比べて

１.８％増加しております。 

 次のページ、ここに町税の徴収実績をまとめております。徴収実績の合計では、徴収率が現年

課税分９９.１％、滞納繰越分２６.６％で、前年度比では現年課税分で０.２ポイント、滞納繰

越分で３.４％高くなっており、徴収率の合計９５.７％は、前年度と比べて１.６ポイント高く

なっております。 

 １２ページをお願いします。これより、特別会計でございます。 

 住宅新築資金等貸付事業特別会計は、歳入合計で、収入済み額３７２万１,６５３円、次の

ページ、歳出合計は、支出済み額３２２万９,５２６円で、実質収支は４９万２,１２７円の黒字

決算となっております。 

 １４ページをお願いします。 

 土地取得特別会計は、実質的な事業がございませんでしたので、歳入歳出決算額はともに３万

４,１９３円、差引残額はゼロ円となっております。 

 １６ページをお願いします。ここから、国民健康保険特別会計でございます。 

 国民健康保険特別会計は、歳入合計で、収入済み額１５億４,０８３万５,２３６円になってお

ります。また、平成３０年度から、国民健康保険事業は県との共同運営が施行されたことにより、

療養給付費交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金は廃款となっております。 

 １８ページをお願いします。 

 歳出合計は、支出済み額１５億６３６万８,１３８円で、実質収支は３,４４６万７,０９８円

の黒字決算となりました。平成２９年度の歳入不足額７９５万９６６円を、平成３０年度の繰上

充用金で措置しておりますので、平成２５年度からの累積赤字は解消しております。また、平成

３０年度から施行された県との共同運営により、後期高齢者支援金と前期高齢者納付金と介護納

付金は廃款となっており、老人保健拠出金は、老人医療制度の終了に伴い廃款となっております。 

 次のページ、後期高齢者医療特別会計でございます。 

 歳入合計で、支出済み額は１億８,７１２万８,５８７円になっております。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 歳出合計は、支出済み額１億８,５２９万６,８０７円で、実質収支は１８３万１,７８０円の

黒字決算です。 

 次のページ、ここでは、一般会計及び特別会計の不納欠損についてまとめております。 
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 地方税法第１５条の７第４項執行の停止が３年間続いたもの、同じく第５項納税義務者が死亡

または継承者がいないもの及び法人が倒産し事業再開の見込みがないもの、同法第１８条第１項

徴収権を行使できる日から５年間を経過しているものの規定により処分を行ったものでございま

す。不納欠損は、全体で延べ１,１１１件、１,２２６万３,１９３円となっております。 

 以上、平成３０年度一般会計及び特別会計決算について、簡略ではございますが、説明を終わ

らせていただきます。 

 御審議の上、認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２４．一般会計・特別会計決算審査特別委員会の設置及び付託 

○議長（原中 政燵君）  それでは、ただいま議題となっています認定第１号から第５号について

は、総務経済建設委員から３名、文教厚生委員から３名、計６名の委員で構成する一般会計・特

別会計決算審査特別委員会を設置して、これに付託の上、地方自治法第９８条を付与し、９月

５日、６日、１０日の３日間で審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、認定第１号から第５号については、

６名の委員で構成する一般会計・特別会計決算審査特別委員会を設置して、地方自治法第９８条

を付与し、会期中に審査することに決定しました。 

 ここで、一般会計・特別会計決算審査特別委員について、各常任委員会で選出し、委員長、副

委員長の選出もあわせて行います。暫時休憩といたします。暫時休憩。 

午後１時38分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時46分再開 

○議長（原中 政燵君）  それでは、会議を開きます。 

 ただいま設置しました一般会計・特別会計決算審査特別委員については、委員会条例第７条第

４項の規定により、総務経済建設委員会から北原裕丈君、青柳久善君、林英明君、文教厚生委員

会から柴田正彦君、大塚和佳君、澤川茗代子君の６名を指名したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました６名を一般会

計・特別会計決算審査特別委員に選任することに決定しました。 

 なお、委員長に青柳久善君、副委員長に柴田正彦君がそれぞれ選出されていますので、あわせ

て報告いたします。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２５．認定第６号 

○議長（原中 政燵君）  認定第６号平成３０年度桂川町水道事業会計決算の認定についてを議題

といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。山本水道課長。 

○水道課長（山本  博君）  認定第６号平成３０年度桂川町水道事業会計決算の認定について、

御説明申し上げます。 

 議案書の５２ページをお開きください。 

 本決算は、地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき、令和元年７月８日から７月１１日

までの４日間をかけ、桂川町監査委員より精力的な審査をいただき、決算の審査意見書をいただ

いたところでございます。このことを踏まえまして、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基

づき、議会の認定をお願いするものでございます。 

 お手元に平成３０年度桂川町水道事業会計決算書とあわせまして、監査委員の所見として提出

いただきました平成３０年度桂川町水道事業会計決算審査意見書も配付させていただいておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、決算の内容説明を、平成３０年度桂川町水道事業会計決算書により、要点のみを簡

略に御説明させていただきます。 

 最初に、決算書の９ページをお開きください。平成３０年度桂川町水道事業の概況報告でござ

います。 

 本件、報告金額の消費税の取り扱いに関しましては、収益的収支については消費税抜き、資本

的収支については消費税込みの金額となっておりますので、御了承をお願いいたします。 

 それでは、内容の説明に入らさせていただきます。 

 平成３０年度の有収水量は１３１万８,９６２ｍ３で、前年度比較で５,６０４ｍ３の減少、ま

た、給水戸数は５,９３２戸で、前年度比較で３戸が増加しています。 

 水道事業収益は２億８８７万５,７２４円で、前年度比較で５４万６,４３０円の減少です。主

な原因は、営業収益が５３万９,４００円減少したことによるものです。 

 次に、水道料金の未収金については４１９万８,５２０円で、前年度と比較しますと５７万

７,０９０円の増加です。 

 水道事業費用における支出は１億８,６０５万１,９６７円で、前年度比較で１,０２２万

６０９円が増加しています。主な原因は、資産減耗費が２４２万６,５８１円減少したものの、

営業費用の原水及び浄水費が７５９万４,２３３円、配水費及び給水費が６１２万４,７５０円増

加したことによるものです。 
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 今年度の不納欠損は１５件です。内訳につきましては、債務者死亡が１件、所在不明が１４件

となっており、金額は４万８,４１０円です。 

 収益的収支の決算状況では、当年度純利益が２,２８２万３,７５７円となりました。当年度未

処分利益剰余金は、当年度純利益２,２８２万３,７５７円に、前年度繰越利益剰余金５,９４７万

３,６４７円を合わせた８,２２９万７,４０４円を計上しています。この当年度未処分利益剰余

金につきましては、一部を減債積立金及び建設改良積立金として処分した上で、次年度へ繰り越

す予定です。 

 資本的収支の収入はありません。 

 支出は、１,８３１万８,８２６円となり、その不足する額１,８３１万８,８２６円は、過年度

分損益勘定留保資金１,８１４万４,１５３円と、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額１７万４,６７３円で補痾しました。 

 なお、事業の詳細につきましては、１０ページ以降に記載しておりますので、お目通しをして

いただきますようお願いいたします。 

 戻りまして、１ページをお開きください。平成３０年度桂川町水道事業決算報告書でございま

す。 

 計上いたしております金額は、消費税込みの金額です。 

 収益的収入及び支出でございます。 

 収入についてです。上段の表中、左から６列目の決算額について御説明いたします。 

 第１款水道事業収益は２億２,４７８万６６１円で、内訳といたしまして、１項の営業収益は、

水道使用量等の収益２億１,５０９万４,１６２円、２項の営業外収益は、預金利子及び長期前受

金戻入、雑収益等の９６８万６,４９９円でございます。 

 次に、支出についてです。下段の表中、左から１０列目の決算額について御説明いたします。 

 第１款水道事業費用は２億１７６万７,８１９円で、内訳といたしまして、第１項営業費用の

１億８,６６４万９,６７６円は、職員等の人件費、浄水場の動力費、修繕費等の費用です。第

２項営業外費用の１,５１１万８,１４３円は、企業債利息に係る費用及び消費税等でございます。 

 ２ページをお開きください。資本的収入及び支出でございます。 

 収入についてです。上段の表にてお示ししておりますとおり、資本的収益の決算額は企業債の

借り入れや国庫補助金の受け入れがございませんので、ゼロ円となっております。 

 次に、支出についてです。下段の表中、左から９列目の決算額について御説明いたします。 

 第１款資本的支出の決算額は１,８３１万８,８２６円で、主な支出は、第１項建設改良費の

２３５万８,０９３円は、取水量計プリンタ及び取水量計等の固定資産購入費です。第２項は企

業債償還金として１,５９６万７３３円を支出しております。 
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 ３ページをお開きください。平成３０年度桂川町水道事業損益計算書でございます。 

 計上金額は、消費税抜きの金額です。 

 この表は、ただいま説明いたしました決算において、年間の経営活動の状況をまとめたもので

す。 

 当年度の純利益は、右から４行目に記載しております２,２８２万３,７５７円の黒字となり、

前年度からの繰越剰余金５,９４７万３,６４７円を加えた当年度の未処分利益剰余金は、

８,２２９万７,４０４円になっております。 

 次に、５ページをお開きください。 

 こちらにつきましては、先ほど説明いたしました剰余金の処分計算書でございます。本件は、

桂川町水道事業の剰余金の処分に関する条例第２条第１項及び第２項の規定によりまして、未処

分利益剰余金８,２２９万７,４０４円は、将来の企業債償還に充てるための減債積立金

１,０００万円、建設改良積立金１,０００万円として積み立てた上で、６,２２９万７,４０４円

を平成３０年度への繰越利益剰余金といたしております。 

 ６ページをお開きください。平成３０年度桂川町水道事業貸借対照表でございます。 

 計上金額は消費税抜きの金額です。 

 資産の部では、１の固定資産と２の流動資産を合わせた資産合計は、右下１行目に記載してお

ります１６億３,１６３万８,７７８円です。 

 ７ページをお開きください。 

 負債の部では、３の固定負債、４の流動負債、５の繰り延べ収益を合わせた負債合計は、右下

に記載のとおり５億６,０１９万８,８２２円です。 

 ８ページをお開きください。 

 資本の部では、６の資本金、７の剰余金を合わせた資本合計は、右下から２行目に記載のとお

り１０億７,１４３万９,９５６円です。 

 ７ページの負債合計と合わせた負債資本合計は、右下に記載のとおり１６億３,１６３万

８,７７８円となり、６ページの資産の部の合計と整合しております。 

 以上、簡略ではございますが、水道事業会計決算書の内容説明を終わらせていただきます。 

 御審議の上、認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２６．水道事業会計決算審査特別委員会の設置及び付託 

○議長（原中 政燵君）  それでは、ただいま議題となっています認定第６号については、総務経

済建設委員会から２名、文教厚生委員会から２名、計４名の委員で構成する水道事業会計決算審

査特別委員会を設置して、これに付託の上、地方自治法第９８条を付与し、９月１１日と１２日



- 48 - 

の２日間で審査したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって……、林君。 

○副議長（林  英明君）  ９ページがね、タブレットの中に右側が抜けています。きれいに入っ

ていないんですよ。だから、ちゃんと、今度から入れるようにお願いしときます。 

○議長（原中 政燵君）  よろしいですか。ほかにありませんか。 

 異議なしと認めます。したがって、認定第６号については、４名で構成する水道事業会計決算

審査特別委員会を設置して、地方自治法第９８条を付与し、会期中に審査することに決定しまし

た。 

 ここで、水道事業会計決算審査特別委員会委員については、各常任委員会で選出し、委員長、

副委員長の選出もあわせて行いますので、暫時休憩いたします。暫時休憩。 

午後２時01分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時07分再開 

○議長（原中 政燵君）  それでは、会議を開きます。 

 タブレット関係の中身について、ちょっと後から本人に確認させて修正しますので、よろしく

お願いいたします。 

 ただいま設置しました水道事業会計決算審査特別委員会については、委員会条例第７条第４項

の規定により、総務経済建設委員会から下川康弘君、青柳久善君、文教厚生委員会から柴田正彦

君、竹本慶澤君の４名を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました４名を水道事

業会計決算審査特別委員に選任することに決定しました。 

 なお、委員長には柴田正彦君、副委員長には下川康弘君がそれぞれ選出されていますので、あ

わせて報告いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２７．報告第４号 

○議長（原中 政燵君）  報告第４号健全化判断比率の報告についてを議題といたします。 

 本件について、内容の説明を求めます。原中企画財政課長。 

○企画財政課長（原中  康君）  報告第４号健全化判断比率の報告をいたします。 

 議案書の５３ページをお開きください。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定によりまして、令和元年度に公
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表する健全化判断比率を、別紙監査委員の意見書をつけて報告するものです。報告書に記載して

おります４つの指標は、平成３０年度決算に係る数値を基礎として算出したものです。 

 それでは、実質赤字比率から説明いたします。 

 実質赤字比率は、一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計、土地取得特別会計、いわゆる

普通会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率でございますが、平成３０年度は２億

２０９万７,０００円の黒字でございましたので、実質赤字比率はございません。 

 ちなみに、本町の標準財政規律は３２億７,３６１万７,０００円となっております。 

 次の連結実質赤字比率は、普通会計の実質赤字額に国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特

別会計、水道事業会計の３つの特別会計の実質赤字額を加えた額の標準財政規模に対する比率で

ございますが、これも平成３０年度は７億３,１４０万円の黒字でございましたので、連結実質

赤字比率はございません。 

 次の実質公債費比率は、普通会計の公債費に一部事務組合に対する負担金や繰出金を加えた町

が負担すべき実質的な公債費に係る一般財源の標準財政規模に対する比率でございますが、

３.９％となっております。 

 次の将来負担比率は、普通会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

でございますが、本町が将来負担すべき債務は、当算定においては、国から配分される地方交付

税や町の基金等で賄われるため、実質的な負担はゼロ円となりますので、発生しておりません。 

 なお、ただいま報告しました４指標は、議案書５３ページの中段にお示ししております健全化

判断比率報告書の表中の括弧内に示しております早期健全化基準の数値を大きく下回っており、

財政の健全性を保っております。 

 以上、簡略な説明でございますが、報告を終わります。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２８．報告第５号 

○議長（原中 政燵君）  報告第５号資金不足比率の報告についてを議題といたします。 

 本件について、内容の説明を求めます。山本水道課長。 

○水道課長（山本  博君）  報告第５号資金不足比率の報告を行います。 

 議案書５４ページをごらんください。 

 地方公共団体の財政健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成３０年度桂川町水
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道事業会計決算に基づき、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委

員の審査に付し、その意見をつけて、当該資金不足比率を議会に報告するものでございます。 

 次のとおり、資金不足比率の報告を行います。 

 特別会計の名称、桂川町水道事業会計。資金不足比率について、資金不足はございません。 

 以上、簡略ではございますが、報告を終わらせていただきます。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２９．報告第６号 

○議長（原中 政燵君）  報告第６号平成３０年度桂川町継続費精算報告書についてを議題といた

します。 

 本件について、内容の説明を求めます。原中企画財政課長。 

○企画財政課長（原中  康君）  報告第６号平成３０年度桂川町継続費精算報告書について、説

明いたします。 

 議案書の５５ページをお開きください。 

 平成３０年度桂川町継続費精算報告書について、地方自治法施行令１４５条第２項の規定によ

り、報告するものです。 

 次の５６ページの精算報告書をお開きください。 

 平成３０年度桂川町継続費につきましては、上段の８款３項都市計画費と下段の８款４項住宅

費の２件について、継続費の年度ごとの計画額、実績額を記載しております。 

 上段の８款３項都市計画費における桂川駅舎改築及び自由通路設置設計等事業につきましては、

平成２９年度から平成３０年度までの計画額１億１,０９３万円に対し、実績額９,１８０万

９,３４２円で事業を完了しております。 

 下段の８款４項住宅費における町営住宅二反田団地第１期建設事業については、平成２９年度

から平成３０年度までの計画額６億１９８万６,０００円に対し、実績額５億５,４９５万

４,４４０円で事業を完了しております。 

 以上、簡略な説明でございますが、報告を終わります。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。 

 ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（原中 政燵君）  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会といたします。皆さんお疲れさまでした。 

午後２時17分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 




